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第24期 第25回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和4年7月26日（火）13時30分、第25回北広島市農業委員会総会を北広島市役所5階議場に

招集する。 

 

１  議事日程 

日程第1  議事録署名委員の指名 

日程第2  会期の決定 

日程第3  報告第1号  現況証明願による専決処分について 

日程第4  議案第1号  現況証明願について 

日程第5  報告第2号  現地調査委員の指名について 

日程第6  その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木 義行 委員   2番 宮北  輝 委員  3番 佐藤 芳之介 委員 

２ 応招委員  4番 佐々木 珠惠 委員  5番 安宅 一夫 委員  6番 塚本 能信 委員 

２ 応招委員  7番 三戸  修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員  田村 智幸 委員 坂本 勝則 委員 

山田 智美 委員 森越 信幸 委員 

 

４ 事務局出席者  事務局長 及川 浩司  事務局次長 山田 孝博  主査 武山 伍織 

主査 石川 正人    主事 伊藤 雄真 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  13時30分） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

塚 本 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

事 務 局 

 

 

＜日程第1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第14条

の規定により5番 安宅委員、6番 塚本委員、以上2名を指名いたします。 

 

＜日程第2：「会期の決定」＞ 

日程第2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和4年7月26

日、本日1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日1日と決しました｡ 

 

＜日程第3：報告第1号「現況証明願による専決処分について」＞ 

報告第1号「現況証明願による専決処分について」を議題といたします。事務局から、報

告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。報告第 1 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第4：議案第1号「現況証明願について」＞ 

議案第1号「現況証明願について」を議題といたします。事務局から、議案の朗読をお願

いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。この案件につきましては、現地調査委員会による現地調査が

実施されていますので、塚本委員長より調査結果の報告をお願い致します。 

 令和4年7月19日、現況証明願による現地調査を茶木委員、三戸委員、私の3名で実施

しましたので、結果についてご報告いたします。 

番号1、○○○○氏願出地ですが、場所は、○○○地区2筆、○○○地区1筆で、○○○

○○○○線を○○方面へ進み、○○○○を越え180ｍ先右手に位置する土地でございます。

○○○地区の土地については昭和45年度に農地法5条の許可を受け農家用住宅が建てられ

ている土地であり、○○○地区の土地につきましては、現地の状況が道路用地となっており、

農地性が認められませんでしたので、「非農地」と認定いたしました。 

番号2、○○○○氏願出地ですが、場所は○○地区、○○○○○○○○線から○○○○○

線に進み、530ｍ先で左折し、560ｍ直進しさらに道なりに290ｍ進んだ先に位置する土地で

ございます。この土地については平成 23 年度に農地利用状況調査により非農地通知書が発

出されています。現地の状況は、非農地と判断された当時と変わっていないことを確認し、

「非農地」と認定いたしました。 

番号3、○○○○氏願出地ですが、場所は○○地区で、○○○○○○○○線を○○○○○

○線に進み、1.2km進んだ先右手に位置する土地です。この土地については、牛舎と採草放

牧地として使用されていましたが、新たな牛舎建設を機に、主たる牛の飼養場所が移転し、

本農地については、相当年数管理されていない状況であり、今後、飼養場所として使用する

ことや畑等へ復元することが見込まれないことから、「非農地」と認定いたしました。以上、

現地調査結果報告といたします。 

ご苦労様でした。事務局から補足説明をお願いいたします。 

補足説明いたします。番号3につきましては、3筆とも農用地区域にある農地でございま

す。農用地区域についてですが、北広島市で設定している区域で、北広島市内における優良

な農地の一団として認識しており、農地として使うべき区域でございます。農用地区域内農
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議 長 

 

宮 北 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

安 宅 委 員 

 

 

議 長 

森 越 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

地につきましては、農業委員会としても農地として使っていくべきと過去から指導している

ところでございます。 

国の通知でございますが、令和3年4月1日付けで「非農地判断の徹底について」という

通知がされているところでございます。こちらにつきましては、非農地判断の手続きの迅速

化を求める通知でございます。非農地の判断につきましては、現地調査をしたときに土地が

森林の様相を呈している、農地に復元することが著しく困難である、また、周囲の状況から

みて農地として復元しても継続して利用することが見込まれないなどと判断されれば、非農

地と判断するところでございます。ただ、先ほど申しました農用地区域については、農地と

して使うべき区域として市町村で区域設定しているところでございますが、全国の農業委員

会で農用地区域に入っている農地を、今後農用地区域の除外をされたり、農業以外の利用を

されてしまうということを懸念し、実際に農地として使用されていない、また、農地として

復元することは難しいけれども農用地区域に入っているので農地として除外しない、という

判断が数多く見られているということで、国から通知が出ているところでございます。こち

らについては、農地として利用が可能であれば指導して復元させるということは原則のとお

りでございますが、現地を見て非農地のような状況、また、復元することが難しいと判断さ

れた農地につきましては、農業委員会は調査後直ちに非農地として判断し農地台帳から除外

することと国から通知が出ているところでございます。また、その後農業委員会の所掌事務

からは外れてしまいますが、非農地判断した土地の農用地区域からの除外についても触れて

おりまして、そちらにつきましては北広島市の農政課が担当となりますが、農用地区域の担

当と連携をとりながら、場合によっては農用地区域から除外をすることと国から通知がでて

いるところでございます。農用地区域内に入っているか入っていないかということよりも、

現状がどうなのか、農地として使われているのか、はたまた復元ができるのかというところ

の判断をして頂くべきということで、事務局で説明を行い、今回の現地調査委員に判断して

頂いたところでございます。以上です。 

補足説明が終わりました。調査委員長と事務局の補足説明を合わせまして、質疑を行いた

いと思います。何かございませんか。宮北委員どうぞ。 

現状、農地だということはわかりましたが、ここに建物や牧場跡地ということで牛舎など

は今も建っていますか。 

12 ページの図面をご覧頂ければと思いますが、○○○の中に元の牛舎は建っておりまし

て、○○○の宅地となっているところに農業用倉庫が2棟建っております。○○○の内に過

去に5条許可と4条許可をとってございますが、そちらに農家住宅が2棟建っております。

以上です。 

他に何かございませんか。安宅委員どうぞ。 

農用地区域内ということで現在食料需給率が低下している状況で、なるべく農地を減らさ

ないということが大事だと思いますが、慎重に判断し、現状を優先した結果なのでよろしい

と思います。 

他に何かございませんか。森越委員どうぞ。 

今回、農用地区域内で非農地判断をしたということは仕方ないと思いますが、今後も農用

地区域は現況によって判断されるということは、農用地区域は形骸化してしまうのではない

かと思いますがどうでしょうか。 

農用地区域の農地については、原則優良な農地の一団ということで区域設定がされている

ところでございます。農業委員、推進委員、事務局含め原則農用地区域内の農地を利活用し

てもらう、または維持管理をしてもらうように、普段から見回りを行い声掛けをしたり、使

われていないところに関しては聞き取りをしてあっせんなどを行い、違う人に借りてもら

う、買ってもらうといった取り組みが大事かと思います。ただ、農地として現状使われてい

ない、使うことが難しい、復元しても農地として継続して利用が見込まれないと思われる土

地については、農用地区域に入っている、入っていないに関わらず現況で判断していくこと

が国の方針でございます。今後につきましては、国の方針としては守るべき農地とそうでは

ない農地をはっきりした上で、利用・維持管理を検討することとなっておりますので、今後
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議 長 

 

議 長 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

農業委員会や農政課も含めて農業者の皆さまとご相談をさせていただきながら、今後の活用

方法を検討させて頂ければと思います。以上です。 

他に何かございませんか。それでは、質疑なしと認めてよろしいですか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第1号については、提案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第1号については、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第5：議案第2号「現地調査委員の指名について」＞ 

議案第2号「現地調査委員の指名について」を議題といたします。現地調査委員の指名に

つきましては、現況証明事務処理規程第5条の規定により、私から指名いたします。2番 宮

北委員、3番 佐藤委員、4番 佐々木委員、調査補充委員として、5番 安宅委員を指名い

たします。 

 

＜日程第6：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。1点目、次回の第26回農業委員会総会につきましては、令

和4年8月26日金曜日、午後1時30分から北広島市役所5階議場で予定をしております。

2点目、会長と事務局の動静報告についてでございます。6月・7月につきましては記載のと

おりでございます。8月25日木曜日、令和4年度第5回常設審議委員会が第二水産ビルで

開催されます。現時点では会長が出席されますが、リモートまたは書面に切り替わることも

あるかと思います。26日金曜日は第26回農業委員会総会でございます。次に、次回現地調

査委員会の日程についてでございます。先ほど指名のあった宮北委員、佐藤委員、佐々木委

員にお願いしたいと考えております。日程は8月19日金曜日9時00分からを予定としてお

りますがいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。以上です。 

委員の皆さまから何かございませんか。新型コロナウイルスの感染拡大が猛威を振るうよ

うに第7波ということでなされております。会食等あるかたも居ると思いますが、十分に感

染対策をしてください。それと、これから温度も上がってきますので農作業をする際は身体

には十分気を付けて行って頂ければと思います。それでは以上をもちまして第 25 回北広島

市農業委員会総会を閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言 14時 00 分） 
 
 
 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 
 
令和  年  月  日   

 
 
 
    

議 長 
  

署 名               

 
議事録署名委員 

 
   番 

 
署 名 

 
議事録署名委員  

 
   番 

 
署 名 

 
 


